ヤマト商事株式会社 保険代理店
顧客本位の業務運営方針（FD宣言）
1．基本理念
ヤマト商事株式会社（以下、「当社」といいます）は、保険代理店としてお客様の安心と信頼を第一に考え、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、常にお客様の最善の利益を追求した業務運営を行います。当社は、お客様に「わかりやすく・誠実で・信頼される」サービスを提供することを使命とし、保険を通じてお客様のより豊かな生活と企業活動を支援します。
2．顧客の最善の利益の追求【顧客本位の業務運営に関する原則２】
当社は、お客様の立場に立って保険商品の提案を行い、お客様のライフプランやリスクに応じた最適な保障設計を行います。また、勧誘・募集の際には法令を遵守し、誠実かつ公正な姿勢で対応します。
3．利益相反の適切な管理【顧客本位の業務運営に関する原則３】
当社は、保険会社からの手数料や契約条件などによって、お客様の利益が損なわれることのないよう、利益相反の可能性を的確に把握し、適切に管理します。また、利益相反の防止に関する方針を社内に明確に定め、従業員への周知徹底を図りお客様に丁寧な対応、説明を行います。
4．重要情報の分かりやすい提供【顧客本位の業務運営に関する原則５】
当社は、保険商品の内容、リスク、費用、解約返戻金などの重要な事項を、お客様に十分ご理解いただけるよう、わかりやすく丁寧に説明します。特に、お客様にとって不利益となる可能性のある情報についても、隠すことなく正確にお伝えします。
5．お客様にふさわしい保険商品の提供【顧客本位の業務運営に関する原則６】
当社は、お客様の年齢、家族構成、資産状況、保険加入状況などを踏まえ、お客様にとって適切な保険商品を提案します。特定の保険会社や商品に偏ることなく、公平・中立な立場で比較・検討を行い、最適な提案を行います。
6．従業員の教育・研修の充実【顧客本位の業務運営に関する原則７】
当社は、従業員一人ひとりが顧客本位の業務運営を理解し、実践できるよう、継続的な教育・研修を実施します。法令遵守・商品知識・募集品質の向上を図ることで、常に高い専門性と倫理観をもって業務を遂行します。
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